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調整中



１ 計画の基本的な考え方

 (1) 計画策定の背景 

    全国における刑法犯検挙人員は、平成 16 年をピークに減少を続けているとこ

ろですが、その一方、検挙人員に占める再犯者数の割合は上昇傾向で、令和２年

には過去最高の 49.1％となりました。 

   このような中、誰もが安全・安心に暮らすことができる社会の実現に向け、犯

罪が繰り返されない・新たな被害者を生まない、再犯防止対策を推進する取り組

みが重要となっていることをふまえ、平成 28 年 12 月、国において「再犯の防止

等の推進に関する法律」（平成 28 年法律第 104 号。以下「法」という。）が施行さ

れました。 

同法第４条第２項では、市町村に対しても地方の実情に応じた施策の策定及び

実施の責務があることが明示されるとともに、同第８条では、「都道府県及び市町

村は、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよう努めなければ

ならない。」として、国の再犯防止推進計画を勘案し、地方再犯防止推進計画を策

定する努力義務が課されています。 

(2) 計画策定の目的 

一関市再犯防止推進計画は、法の趣旨をふまえ、罪を犯した者等の立ち直りを

支え再犯防止を推進することにより、市民の犯罪被害を防止し誰もが安全・安心

に暮らすことができる地域社会の実現を目的として策定するものです。 
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 (3) 計画の位置づけ 

    この計画は、「誰もが支え合いみんなが安心して暮らせるまちづくり」を基本

理念とする一関市地域福祉計画を上位計画として、法第８条第１項に基づく「地

方再犯防止推進計画」として策定します。 

■市の他計画との関係のイメージ図 

 (4) 計画の期間 

    計画期間は、令和６年度（2024 年度）から令和７年度（2025 年度）までの２

年間とします。 
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総合計画

地域福祉計画

再犯防止推進

計画
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後期基本計画

Ｒ３～Ｒ７
（５年）

Ｒ６～Ｒ７
（２年）

未策定

Ｒ８～

Ｒ８～

Ｒ８～

-3-



 (5) 再犯防止施策の対象者 

    本計画の中で扱う再犯防止施策の対象者は、「犯罪をした者等」とします。 

    「犯罪をした者等」とは、法第２条において「犯罪をした者又は非行少年若し

くは非行少年であった者」と定義しており、刑務所等の矯正施設出所者だけでな

く、保護観察対象者や刑の執行が猶予された人なども含みます。 

 (6) ＳＤＧｓの理念を踏まえた施策の展開 

    一関市総合計画（令和３年３月改定）では、ＳＤＧｓの「誰一人取り残さない」

という理念を踏まえ、誰もが居場所と役割を持ち、活躍できる持続可能な地域社

会の実現に向けて取り組むこととしています。 

    本計画においてもＳＤＧｓの理念を計画に反映させた施策を展開し、ＳＤＧｓ

の掲げる 17 の目標の内、関連する次の８つの目標の達成を目指します。 

貧困をなくそう

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困

に終止符を打つ 

すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人の健康的な

生活を確保し、福祉を推進する 

質の高い教育をみんなに 

すべての人に包摂的かつ公平で質の高

い教育を提供し、生涯学習の機会を促

進する 

働きがいも経済成長も 

すべての人のための持続的、包摂的か

つ持続可能な経済成長、生産的な完全

雇用および働きがいのある人間らしい

仕事を推進する 

10.人や国の不平等をなくそう

国内および国家間の格差を是正する 

11.住み続けられるまちづくりを

国内および国家間の格差を是正する 

平和と公正をすべての人に

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会

を推進し、すべての人に司法へのアクセ巣を

提供するとともに、あらゆるレベルにおいて

効果的で責任ある包摂的な制度を構築する 

パートナーシップで目標を達成し

よう
持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、

グローバル・パートナーシップを活性化する 
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 (7) 再犯防止施策の取り組み方針 

    国において策定された再犯防止推進計画の基本方針をふまえ、市は、以下の５

項目を重点課題とし国や県、民間団体、市民と連携して施策に取り組みます。 

    ① 就労・住居の確保 

② 保健医療・福祉サービス利用の促進 

    ③ 学校等と連携した修学支援の実施 

    ④ 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進 

    ⑤ 国・県・民間団体等との連携強化 

刑事司法手続きの流れと地域社会に復帰するイメージ

出典：法務省
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２ 一関市の状況

 (1) 罪種別検挙の状況 

    一関・千厩警察署管内における過去３年間の罪種別検挙人数（一部平泉町を含

む）は、下表のとおりです。 

   一関・千厩警察署管内の罪種別検挙状況は、空き巣・万引き等の窃盗犯が特に 

多くの割合を占め、全体の約半数を占めています。また、詐欺等の知能犯が令和 

４年に急増しており、若年層の知能犯が増加している傾向にあります。 

 犯行時の年齢別検挙人員状況は、65 歳以上が全体の約 30％と最も高い割合を占 

めていますが、一方で令和４年に 20 歳代の検挙人員が急増し、過去３年間の平均 

では全体の約 23％を占め、65 歳以上に次ぐ割合となっています。 

 犯行時の職業別状況は、約 41％が無職者となっています。 

※ 資料中の罪種の意味 

 凶悪犯・・・殺人、強盗、放火、強制性交等 

 粗暴犯・・・暴行、傷害、脅迫、恐喝等 

 窃盗犯・・・他人の財産を窃取する全ての行為（空き巣、万引き、自転車盗など） 

 知能犯・・・詐欺、横領、偽造、贈賄、背任等 

 風俗犯・・・わいせつ、賭博等 
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(2) 再犯者率の状況 

    一関・千厩警察署管内の過去５年間の刑法犯検挙人員に占める再犯者の割合

（再犯者率）は、下表のとおりです。 

   一関・千厩警察署管内の過去５年間の再犯者率は 47.7％で、全国の 48.6％より

も低い割合ですが、検挙人員は直近２年連続で増加している状況です。 

74

85

77

88

103

33

52

37 36

45

44.6 

61.2 

48.1 

40.9 

43.7 

40

45

50

55

60

65

0

20

40

60

80

100

120

平成30 令和元 2 3 4

再犯者率(%)(人)
刑法犯検挙人員・再犯者率（一関市）

刑法犯検挙人員 再犯者数 再犯者率

-7-



３ 施策の展開

 (1) 就労・住居の確保 

   (1)-1 就労の場の確保 

   《現状と課題》 

     刑務所を出所した後、再び入所した者の約７割は、再犯時に無職だった者で

あることがわかってます。また、仕事に就いていない者の再犯率は仕事に就い

ている者の３倍と高く、不安定な就労が再犯リスクとなっており、再犯防止に

向けては、就労を確保し生活基盤の安定を図ることが重要となっています。 

    ◇ 具体的な取り組み 

     ① ハローワークやジョブカフェ、いちのせき若者サポートステーション等

の関係機関と連携し、就職を希望する人への職業紹介、就職相談、就職に

関する各種セミナーの開催、履歴書作成や面接指導などの就職・就労支援

を行います。【工業労政課】 

     ② 地域の障がい者相談支援事業所や就労継続支援事業所、各種自立支援窓

口等と連携し、通常の企業や事業所に勤務することが難しい人の特性に応

じた就職・就労支援を行います。【福祉課】 

         ③ ケースワーカーや自立支援員、就労支援相談員などの専門職員が、生活

に困窮している人の生活相談や、継続的な就労指導を行います。【福祉課】 

     ④ 法務省が推進する更生保護協力雇用主制度や、矯正就労支援情報センタ

ー室（コレワーク）について広報・周知を行い、犯罪をした者等の雇用促

進を図ります。【長寿社会課】 

   (1)-2 住居の確保 

    《現状と課題》 

     刑事施設に再入所した者の中には、前回出所時に適当な帰住先がないまま出

所し、極めて不安定な状況で生活する中で再犯に至っている者も多くいること

が分かっています。住居の確保は、地域社会において安定した生活を送るため

に必要不可欠であり、再犯防止を図るためにも重要となっています。 

    ◇ 具体的な取り組み 

     ① 市営住宅を整備し、住宅に困窮する低所得者等に対して提供することで、

住居の確保を支援します。【都市整備課】 

     ② 不動産業者等に対して住宅セーフティネット制度を周知し、住宅確保要

配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進を図ります。【都市整備課】 
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     ③ 離職や廃業等により経済的に困窮し、住居を喪失、または喪失する恐れ

がある人に対し、住居確保給付金を支給します。【福祉課】 

     ④ 高齢者や障がいのある人が、その特性に応じて安心して生活ができるよ

う、介護施設や共同生活援助の整備、相談及び情報提供を行います。【長

寿社会課・福祉課・地域包括支援センター】 

 (2) 保健医療・福祉サービス利用の促進 

   《現状と課題》 

   高齢者（65 歳以上の者）が、出所後２年以内に刑務所に再入所する割合は、 

全世代の中で最も高いことが分かっているほか、知的障害のある受刑者について 

も、一般的に再犯に至るまでの期間が短いことが明らかになっています。 

また、犯罪をした者等は、困窮や住居、障がい、高齢、社会的孤立等複合的な 

課題を有していることが多く、再犯の防止にあたっては、各分野の専門機関が連

携して支援していく必要があります。 

◇ 具体的な取り組み 

 ① 民生委員・児童委員を通じ、地域住民の生活上の困りごと等の相談を聞

き取り、必要な福祉サービスの窓口へ繋ぎます。【長寿社会課】  

  ② 地域包括支援センターを高齢者の総合相談窓口とし、保健師や社会福祉

士等の専門職員が必要な各種支援を行います。【地域包括支援センター】 

 ③ 障がい者相談員を配置し、障がい者福祉に関する相談に応じて助言を行

うとともに、必要な福祉サービスの窓口へ繋げます。【福祉課】 

 ④ 経済的に困窮する市民に対し、生活保護法に基づき自立に向けた支援を

行うとともに、必要な保険医療・福祉サービスが受けられるよう医療扶助

認定を行います。【福祉課】 

 ⑤ アルコールや薬物依存、こころの不調等への対応について普及啓発を行

うとともに、医療機関や一関保健所等と連携し相談支援を行います。【健康

づくり課】 

 (3) 学校等と連携した修学支援の実施 

   《現状と課題》 

    全国では、高等学校等への進学率は98.8％と、中学校卒業後ほとんどの者が高

等学校等に進学する状況にありますが、その一方で、入所受刑者の33.8％が高等

学校等に進学しておらず、23.8％は高等学校を中退している状況にあります。 

    少年非行の原因には、少年自身の規範意識・コミュニケーション能力の低下等

があり、その背景には近年の核家族化、少子化、地域との繋がりの希薄化による
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家庭・地域の教育機能の低下等が挙げられているところですが、様々な問題を抱

える少年等が、退学・中退等により学習機会や必要な支援から遠ざかってしまう

ことがないよう、関係機関等が連携して対応することが必要です。 

   ◇ 具体的な取り組み 

    ① 児童生徒就学援助事業や奨学金貸付事業により、経済的な理由から就学や

進学が困難な人の支援を行います。【学校教育課・教育総務課】 

    ② 市内小・中学校にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、

適応支援相談員を派遣し、児童・生徒のカウンセリングや教職員への助言、

保護者との面談等を行い、不登校やいじめ、少年非行の未然防止に努めます。

【学校教育課】 

    ③ 「一関子ども悩みごと相談電話」を設置するとともに、関係機関の連絡先

も周知し、児童・生徒が抱える悩みや不登校、家庭の問題等についての相談

を行います。【学校教育課】 

    ④ 少年補導委員、少年補導専任委員による街頭巡回活動、悩みごとや非行に

関する少年相談などを通して、少年非行の未然防止や適切な助言指導を行い

ます。【少年センター】 

 ⑤ 一関保健センター内に、子ども・子育て関連部門を集約した「一関こども

センター」を設置し、各種子育て支援のほか、子どもや家庭の悩みについて

の相談、子育てに関する情報発信を行います。【保健センター】 

 (4) 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進 

   《現状と課題》 

    地域における再犯の防止等に関する施策の実施は、多くの民間ボランティアや

民間団体の協力により支えられており、こうした民間協力者の活動により、地域

社会における息の長い支援が形作られているところです。 

    しかしながら、こうした団体の高齢化や担い手不足により、再犯の防止等の活

動を行うための体制の確保が困難となってきている現状があり、民間協力者の活

動の支援や、地域住民に対する活動内容の広報・啓発活動の推進が必要となって

います。 

   ◇ 具体的な取り組み 

    ① 一関地区保護司会や岩手県更生保護協会の運営費を補助し、更生保護活動

を支援します。【長寿社会課】 

    ② 更生保護の活動拠点として設置されている更生保護サポートセンターにつ

いて、市の施設利用料を減免して提供します。【長寿社会課・都市整備課】 
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    ③ 保護司、更生保護女性の会、ＢＢＳ会などの民間の更生保護ボランティア

の活動について広く周知し、市民の理解促進を図ります。【長寿社会課】 

    ④ 保護司や更生保護女性の会などの更生保護ボランティア等の募集の呼びか

けに協力し、各種地域団体へ情報提供するなど、人材の確保を支援します。

【長寿社会課】 

    ⑤ 犯罪の未然防止のため、街頭の安全パトロールやイベント時の警戒警備等

を行う防犯協会などの地域ボランティアの取組を支援します。【生活環境課】 

 (5) 国・県・関連機関及び団体等との連携強化 

   《現状と課題》 

    犯罪をした者等への支援は、国においては刑事司法手続きの枠組みの中で実施

しているところですが、その範囲を離れ、地域社会に戻った後の支援は、地方公

共団体が主体となり、一般市民を対象として提供している各種サービスを通じて

行われることが想定されています。 

    再犯防止に向けては、このように国や県、市町村や民間団体等が各々の枠組み

の中で必要な支援を行いながらも、互いに連携し、一体となって切れ目のない支

援を行っていく必要があります。 

   ◇ 具体的な取り組み 

    ① 保護観察所や警察等の関係機関、保護司会や更生保護女性の会、ＢＢＳ会

をはじめとする民間協力者と、再犯の防止等に関連する情報を共有し、課題

の解決に努めます。【長寿社会課】 

    ② 警察や防犯協会等の関係機関・団体と連携し、安全・安心なまちづくりに

向けた啓発活動を推進することにより、犯罪の起きにくい地域社会づくりを

推進します。【生活環境課】 

    ③ 国・県・市の関係機関や社会福祉法人、地域のボランティア団体等を構成

員として「“社会を明るくする運動”一関市推進委員会」を組織し、再犯防

止啓発月間である７月を中心に、官民一体となって“社会を明るくする運動”

を実施し再犯防止や更生保護活動について市民の理解促進を図ります。【長

寿社会課】 

    ④ 保護司会や更生保護女性の会などの更生保護団体が主催する研修会等につ

いて、開催の共催・後援を行うとともに、職員の参加を促し職員の理解促進

を図ります。【長寿社会課】 

    ⑤ 矯正施設で実施している教育や訓練、社会貢献活動及び刑務作業製品等に

ついて情報発信を行い、矯正行政及び被収容者の社会復帰に対する市民の理

解促進を図ります。【長寿社会課】 
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４ 計画の推進体制 

(1) 庁内の協力体制の充実 

   庁内関係部署による再犯防止を推進するため、部署を横断した連携・協議の場

を設け、情報の共有や理解促進、意識の向上を図り、各部署の事業を適切に活用

し本計画を推進します。 

 (2) 関係機関・団体との連携・協力 

本計画の推進に当たっては、庁内のほか、国、県、市内の更生保護団体等の関

係機関・団体と連携を強化し、情報交換や意見交換を実施する連絡会を開催する

など、効果的な取り組みを推進します。 

(3) 地域での取り組みの推進 

地域で見守り・支えあい活動に取り組んでいる町会や自治会、民生委員・児

童委員連絡協議会、ほか各種地域団体や事業者などに対し、再犯防止や更生保

護について理解を深めるための情報提供を行います。 
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資料編 
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（出典：法務省）
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一関市再犯防止推進計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１ 再犯の防止等の推進に関する法律（平成 28 年法律第 104 号）第８条第１項の地方

再犯防止推進計画（以下「計画」という。）を円滑に策定するため、一関市再犯防止推

進計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２ 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 計画の策定に関すること。 

 前号に掲げるもののほか、再犯の防止等の推進に関し委員長が必要と認める事項の

検討に関すること。 

（組織） 

第３ 委員会は、委員 20 人以内をもって組織する。 

２ 委員会に委員長１人を置き、委員の互選とする。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する

委員が、その職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる機関又は団体に所属する者のうちから市長が委嘱する。 

 盛岡保護観察所 

 盛岡少年刑務所 

 盛岡少年院 

 盛岡少年鑑別支所 

 一関警察署 

 千厩警察署 

 一関地区保護司会 

 一関地区更生保護女性の会 

 東磐井地区更生保護女性の会 

 一関地区ＢＢＳ会 

 社会福祉法人一関市社会福祉協議会 

 一関市民生委員児童委員連絡協議会 

 一関公共職業安定所 

 一関地区更生保護協力雇用主連絡協議会 

 一関市防犯協会連絡協議会 

 一関保健所 
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６ 委員の任期は、１年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第４ 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、

意見又は説明を聴くことができる。 

（守秘義務） 

第５ 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。 

（庶務） 

第６ 委員会の庶務は、福祉部長寿社会課において処理する。 

（補則） 

第７ この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定

める。 
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用語集    

あ行            

一関市児童生徒就学援助事業 

  本市が実施する、経済的な理由で小中学

校への就学が困難な児童生徒の保護者に対

して、学用品費や学校給食費など、就学上

必要な経費の一部を援助する事業。 

一関市奨学金 

  経済的な理由により就学困難な人に対し

貸与し、人材を育成することを目的とした

奨学金。 

一関市総合計画 

  本市が目指すまちづくりの方向性を定め

るとともに、市の行財政運営の指針となる

計画。 

一関市地域福祉計画 

  本市の保健福祉分野の各個別計画を横断

的、体系的に推進するため、施策の理念や

考え方を明らかにした保健福祉分野におけ

る基本計画。 

いちのせき若者サポートステーション 

  厚生労働省が委託した民間団体が運営す

る、働くことに悩みを抱えている15～49歳

までの人を対象に、就労に向けた支援を行

う機関。 

ＳＤＧｓ 

Sustainable Development Goals（持続

可能な開発目標）の略称。「誰一人取り残

さない」持続可能な社会の実現を目指す世

界共通の目標として、2015年の国連サミッ

トにおいて全ての加盟国が合意した「持続

可能な開発のための2030アジェンダ」の中

で掲げられた。 

1か行 

帰住先 

  刑事施設、少年院に収容されている者が、

出所・出院後、一定期間生活していく場所。

親族・知人宅のほか、就労先の寮、更生保

護施設や自立準備ホーム、グループホーム

等の社会福祉施設などがある。 

矯正施設 

  犯罪をした人や非行のある少年を収容し、

改善更生のための処遇等を行う施設。法務

省所管の刑務所、少年刑務所、拘置所、少

年院、少年鑑別所及び婦人補導院の総称。 

矯正就労支援情報センター室（コレワーク） 

刑務所出所者等の雇用を検討する企業の

相談窓口。受刑者・少年院在院者の帰住地

や取得資格などの情報を一括管理し、企業

のニーズに適合する者を収容する施設につ

いて情報提供を行う法務省の機関。通称：

コレワーク。東北地方には、宮城県仙台市

にコレワーク東北が設置されており、東北

６県の事業主を担当している。 

刑事施設 

  刑務所、少年刑務所及び拘置所の総称。

刑務所及び少年刑務所は、主として受刑者

を収容する施設であり、拘置所は、主とし

て未決拘禁者を収容する施設である。 

刑法犯 

  刑法及び特別法（暴力行為等処罰に関す

る法律、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益

の規制等に関する法律等）に規定される犯

罪のこと。 

刑務所 

  主として受刑者を収容し刑の執行を通じ

て、改善更生や円滑な社会復帰に向けた

様々な処遇を行う施設のこと。 
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検挙 

  検察官・警察職員などの捜査機関が、犯

罪の行為者を割り出し被疑者とすること。 

検挙人員 

  警察等の捜査機関が検挙した事件の被疑

者の数を言い、解決事件に係る者を含まな

い。 

更生保護 

  犯罪をした人や非行のある少年を社会の

中で適切に処遇することにより、その再犯

を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちが

自立し改善更生することを助けることで、

社会を保護し、個人と公共の福祉を増進し

ようとする活動のこと。 

更生保護協力雇用主（協力雇用主） 

  犯罪・非行の前歴のため定職に就くこと

が容易でない刑務所出所者等を、その事情

を理解した上で雇用し、立ち直りを支える

民間の事業主のこと。 

更生保護サポートセンター 

  保護司・保護司会が、地域の関係機関・

団体等と連携しながら、地域で更生保護活

動を行うための拠点。経験豊富な「企画調

整保護司」が常駐し、保護司の処遇活動に

対する支援や関係機関との連携による地域

ネットワークの構築等を実施している。 

更生保護施設 

  仮釈放などにより保護観察となった人や

満期釈放、刑の執行猶予、起訴猶予などに

より刑事施設から釈放された人や、少年院

から出院することとなった人が、住居がな

い、頼れる人がいない等の理由で直ちに自

立することが難しい場合に、宿泊場所や食

事の供与、就職援助、生活指導等を行いそ

の更生を支援する施設のこと。法務大臣の

認可を受けた民間の更生保護法人等が設置

している 

更生保護女性の会 

地域の犯罪予防や青少年の健全育成、犯

罪者・非行少年の改善更生に協力する女性

のボランティア団体のこと。 

拘置所 

  主として刑事裁判が確定していない未決

拘禁者を収容する施設のこと。 

1さ行 

再入者 

  受刑のため刑事施設に入所するのが２度

以上の者及び少年矯正施設に２度以上入

所・入院した者のこと。 

再犯者 

  刑法犯により検挙された者のうち、前に、

道路交通法違反を除く犯罪により検挙され

たことがあり、再び検挙された者のこと。 

再犯防止啓発月間 

  再犯防止推進法第６条において、毎年７

月を国民の間に広く再犯防止等について関

心と理解を深める再犯防止啓発月間と定め、

国や地方公共団体はその趣旨にふさわしい

事業が実施されるよう努めなければならな

いとされている。 

執行猶予 

  判決で刑を言い渡すにあたり、被告の犯

情等を考慮して、刑の執行を一定期間猶予

し、その期間内に刑事事件を起こさず経過

したときは刑の言い渡しの効力を消滅させ

る制度のこと。 
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社会を明るくする運動 

  すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪

を犯した人たちの更生について理解を深め、

それぞれの立場において力を合わせ、犯罪

や非行のない安全で安心な明るい地域社会

を築くための全国的な運動のこと。１年を

通じての活動であるが、特に７月を強調月

間としている。 

住居確保給付金 

  離職等またはやむを得ない休業等により

経済的に困窮し、住居を喪失、または喪失

する恐れがある方に、求職活動の支援を行

いながら家賃相当額（上限額あり）を支給

する制度。 

住宅確保要配慮者 

  低額所得者、被災者、高齢者、障害者、

保護観察対象者等、住宅の確保に特に配慮

を必要とする人のこと。 

住宅セーフティネット制度 

  住宅確保要配慮者（高齢者、障がい者、

子育て世帯等）の入居を拒まない賃貸住宅

の供給を促進することを目的とする制度の

こと。 

少年院 

  家庭裁判所から保護処分として送致され

た者及び少年院において懲役又は禁錮の刑

の執行を受けることとされた者を収容し、

その健全な育成を図ることを目的として矯

正教育、社会復帰支援等を行う施設のこと。 

少年鑑別所 

  ①家庭裁判所等の求めに応じ、鑑別対象

者の鑑別を行うこと、②観護の措置の決定

が執られて収容している者等に対して、観

護処遇を行うこと、③地域社会における非

行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと

を目的とする法務省所管の施設。③の業務

に関しては、「法務少年支援センター」の

名称を使用している。 

少年刑務所 

  主として、犯罪をした者等のうち、刑罰

に服することとなった２６歳未満の受刑者

を収容する刑事施設のこと。 

初入者 

  受刑のために刑事施設に初めて入所した

者及び少年矯正施設に初めて入所・入院し

た者のこと。 

初犯者 

  犯罪により初めて検挙された者のこと。 

ジョブカフェ 

  都道府県が設置する、15～34歳までの人

を対象に、就職支援をワンストップで行う

施設のこと。 

スクールカウンセラー 

  心理療法や心理検査等を通して、児童生

徒本人の抱える心の問題を改善・解決して

いく心理の専門家のこと。 
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スクールソーシャルワーカー 

  児童生徒に影響を及ぼしている家庭・学

校・地域環境の改善に向けて、学校・家

庭・地域の支援ネットワークを築く福祉の

専門家のこと。 

1た行 

地域包括支援センター 

  高齢者が住み慣れた地域で暮らし続ける

ことができるよう、介護予防や地域の高齢

者等の相談先として、一関地区広域行政組

合が設置している、高齢者の「総合相談窓

口」。令和６年３月現在、組合管内に７か

所設置している。 

1な行 

入所者 

  裁判が確定し、その執行を受けるため、

刑事施設に新たに入所するなどした受刑者

のこと。 

認知件数 

  犯罪について、被害の届出、告訴、告発、

その他の端緒により、警察等が発生を認知

した事件の数のこと。 

1は行 

ハローワーク（公共職業安定所） 

  仕事を探す人や求人事業主に対して、さ

まざまなサービスを無償で提供する、国

（厚生労働省）が運営する総合的雇用サー

ビス機関のこと。 

非行のある少年 

  犯罪少年（罪を犯した少年（犯行時に14

歳以上であった少年）をいう。）、触法少年

（14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為

をした少年をいう。）、ぐ犯少年（保護者の

正当な監督に服しない性癖等の事由があり、

少年の性格又は環境に照らして、将来、罪

を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする

おそれのある少年をいう。）の総称。 

ＢＢＳ会 

  非行のある少年や悩みを持つ子どもたち

に、兄や姉のような立場で接しながら、そ

の立ち直りや成長を支援する活動等を行う

青年のボランティア団体のこと。少年矯正

施設内での行事や教育活動に協力している

団体もある。 

保護観察所 

   各地方裁判所の管轄区域ごとに全国50

か所に置かれ、更生保護の第一線の実施機

関として、保護観察、生活環境の調整、更

生緊急保護、恩赦の上申、犯罪予防活動な

どの事務を行っている。また、医療観察制

度による処遇の実施機関として、心神喪失

等の状態で重大な他害行為をした人の、生

活環境の調査、生活環境の調整、精神保健

観察などの事務も行っている。 

保護司（保護司会） 

  矯正施設から出所・出院した者も含め、

犯罪をした人又は非行のある少年の立ち直

りを地域で支えるボランティアで、法務大

臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員の

こと。保護観察の実施、犯罪予防活動等の

更生保護に関する活動を行う。
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